
  

第３６号議案 

 

令和８年度蒲郡市下水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和８年度蒲郡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理区域面積                   １，４００ha 

（２）処理区域内人口                 ６１，８８７人 

（３）年間有収水量               ６，２１５，３９２㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

管渠整備費               ２，８７５，１６９千円 

処理場整備費               ５６１，７３２千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 下 水 道 事 業 収 益         ３，１２１，５００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，３５４，７４０千円 

  第２項 営 業 外 収 益         １，７６６，７５０千円 

  第３項 特 別 利 益                １０千円 

         支        出 

第１款 下 水 道 事 業 費 用         ３，２６８，０００千円 

  第１項 営 業 費 用         ３，０４５，４２９千円 

  第２項 営 業 外 費 用           ２０９，８６３千円 

  第３項 特 別 損 失             ２，７０８千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額９０６，８００千円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額１６３，６１５千円、過年度分損益勘定留保資金 

４４４，８５７千円及び当年度分損益勘定留保資金２９８，３２８千円で補てん

するものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入         ３，２３９，６００千円 

33



  

  第１項 企 業 債         ２，２４９，２００千円 

第２項 負担金及び分担金            ８５，３３０千円 

第３項 固定資産売却代金                 ４千円 

  第４項 補 助 金           ８９６，７６６千円 

  第５項 出 資 金             ８，３００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出         ４，１４６，４００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ３，４９５，９８８千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ６５０，４１２千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期  間 限 度 額 

下 水 道 施 設 維 持 管 理 事 業 令和９年度 ４１，７００ 

ポ ン プ 場 設 備 更 新 事 業 令和９年度 ３８５，８２５ 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  下水道管渠・処理場等整備事業に充てるため。 

（２）限 度 額  ２，２４９，２００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和８年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利 率  年利５．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 
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（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費             ２１０，６７０千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業の健全な運営に資するため他会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、１，０６０，７００千円である。 

 

令和８年２月２６日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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